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〇特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関 
 する特別措置法（平成二十一年法律第六十四号）抜粋 
 
第三節 合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置 
 
第八条の十 一の特定地域に係る全ての合意事業者が第八条の七第一項の認可を受けた場 
 合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、 
 当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅 
 客自動車運送事業者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送 
 事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては 
 当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者 
 の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに 
 支障が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客 
 自動車運送事業者に対し、当該特定地域に係る認可特定地域計画の内容を参酌して、営 
 業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告す 
 ることができる。 
２ 前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で 
 定める書類を添付しなければならない。 
３ 国土交通大臣は、第一項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどう 
 かを決定し、その申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。 
 
 
〇特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関 
 する特別措置法施行規則（平成二十一年国土交通省令第五十八号）抜粋 
 
（法第八条の十第二項の国土交通省令で定める書類） 
第三条の十二 法第八条の十第二項（法第八条の十一第二項において準用する場合を含 
 む。）の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 
一 法第八条の十第一項の申出を行った認可協議会の存する特定地域内に営業所を有する 
 一般乗用旅客自動車運送事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減 
 の実施状況を記載した書類 
二 当該特定地域内に営業所を有する合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者の 
 事業活動の状況を記載した書類 
三 当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸 
 送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十 
 分に発揮することに支障が生ずることを明らかにする書類 
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京浜交通圏の合意事業者及び非合意事業者の

輸送実績等について

平成３０年１１月２１日
京浜交通圏タクシー事業適正化・活性化協議会
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京浜交通圏の合意事業者及び非合意事業者の車両数（割合）

１

供給輸送力削減前 供給輸送力削減後
（事業者計画実施後）

車両数

◆京浜交通圏における合意事業者及び非合意事業者の割合（法人タクシー）

合意事業者, 
96.9%

非合意事業者, 
3.1%

合意事業者, 
96.7%

非合意事業者, 
3.3%

平成３０年３月末現在平成２９年３月末現在



京浜交通圏の合意事業者及び非合意事業者の輸送実績

２

◆京浜交通圏における合意事業者及び非合意事業者の輸送実績（法人タクシー）

100.0%

97.4%

93.2%

100.0% 100.1%

97.6%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

Ｈ２８年

(1～8月)
Ｈ２９年

(1～8月)
Ｈ３０年

(1～8月)

輸送回数

合意事業者 非合意事業者

100.0%

97.8%

95.0%

100.0%
99.0%

96.9%

92.0%
93.0%
94.0%
95.0%
96.0%
97.0%
98.0%
99.0%

100.0%
101.0%

Ｈ２８年

(1～8月)
Ｈ２９年

(1～8月)
Ｈ３０年

(1～8月)

運送収入

合意事業者 非合意事業者

100.0% 100.8%

105.7%

100.0% 99.6%
99.3%

96.0%

98.0%

100.0%

102.0%

104.0%

106.0%

108.0%

Ｈ２８年

(1～8月)
Ｈ２９年

(1～8月)
Ｈ３０年

(1～8月)

日車営収

合意事業者 非合意事業者

（H28を100とした場合）

（H28を100とした場合）

（H28を100とした場合）

※H28（1～8月） 供給輸送力削減実施前（実施率0％）
H29（1～8月） 供給輸送力削減実施（実施率20％）
H30（1～8月） 供給輸送力削減実施後（実施率100％）



京浜交通圏の合意事業者及び非合意事業者の事故件数

３

◆京浜交通圏における合意事業者及び非合意事業者の割合（法人タクシー）

供給輸送力削減前
（平成２８年度）

供給輸送力削減後
（平成２９年度）

交通事故

供給輸送力削減前
（平成２８年度）

供給輸送力削減後
（平成２９年度）

重大事故

合意事業者, 
95.7%

非合意事業者, 
4.3%

合意事業者, 
90.0%

非合意事業者, 
10.0%

（１件） （２件）

（２２件） （１８件）

※交通事故とは、道路
交通法第６７条第２
項の交通事故をいう。

※重大事故とは、自動
車事故報告規則第２
条の事故をいう。

合意事業者, 
98.2%

非合意事業者, 
1.8%

合意事業者, 
98.8%

非合意事業者, 
1.2%

（５０件） （３４件）

（２７９０件） （２９０３件）


